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要 約

本研究では、地域包括ケアシステムや地域包括支援システムにおける地域包括支援センターの

機能について記述的に明らかにするために、地域包括支援センターと関係機関等との連携状況に

焦点を当て、考察することを目的とした。分析の結果、総合相談支援業務及び権利擁護業務にお

ける連携頻度の平均値が共通して高い関係機関は、「市区町村」「居宅介護支援事業」「病院」「民

生委員・児童委員」であり、これらの関係機関等との連携を中心に地域包括支援センターは業務

を実施していることが推測された。また、関係機関等との連携評価に関しては、評価の平均値が

高い順に「民生委員・児童委員」「市区町村行政」「利用者の家族」「居宅介護支援事業者」であ

ることが明らかになった。さらに、連携頻度と連携評価の相関分析の結果、「居宅介護支援事業

者」「病院」はほとんど相関関係はないことが明らかになったことから、関係機関等との連携頻

度の高さが必ずしも連携評価の高さに結びついていないことが考えられた。
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�．研究の背景と目的

高齢者ケアのニーズの増大や要介護高齢者を支える家族を巡る状況の変化等から高齢者の介護

を社会全体で支え合う仕組みとして平成９（１９９７）年に介護保険法が成立し、平成１２（２０００）年

４月に介護保険法が施行された。その後、介護保険制度を巡るこれまでの経緯としては、平成１７

（２００５）年の改正（平成１８年４月施行）では、予防重視型システムへ転換がなされ、「地域包括

支援センター」の設置とともに軽度者のケアマネジメントが実施された。

そして、平成２０（２００８）年の改正（平成２１年５月施行）を経て、平成２３（２０１１）年改正（平成
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２４年４月施行）では、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、

住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取

り組みが進められ、介護保険法第１１５条の４６第５項にて「地域包括支援センターの設置者は、包

括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法（昭和二十

三年法律第百九十八号）に定める民生委員、高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボラ

ンティアその他の関係者との連携に努めなければならない。」と明記された。また、平成２４（２０１２）

年２月１７日に閣議決定された「社会保障・税の一体改革大網」においては、医療と介護の連携の

強化や、在宅医療の推進、多職種協働によるチーム医療の推進が掲げられた。このような状況の

中で地域包括支援センターには、多職種協働や連携による地域包括ケアシステムにおける中核的

な役割が求められているということは周知の通りである。

「地域包括ケアシステム」は、平成２６（２０１４）年６月１８日成立した（同年６月２５日公布）「地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（以下、

医療介護総合確保推進法という。）」によって、法的に定義され、全国の市町村では、地域包括ケ

アシステムを基調とした医療と介護の一体的なサービス供給体制の更なる整備が図られている。

加えて、先述した介護保険法第１１５条の４６第５項は平成２６年改正によって１１５条の４６第７項目とし

て、「地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービ

ス事業者、医療機関、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、被保険

者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状

態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければな

らない。」と規定された。

また、厚生労働省が平成２７（２０１５）年９月１７日に公表した「誰もが支え合う地域の構築に向け

た福祉サービスの実現－新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」では、地域包括ケアシステ

ムのコンセプトを拡大し、その対象を高齢者に限らず全世代・全対象型の地域包括支援体制とし

て構築していくことが提言されていることなどを踏まえると、我が国において地域包括ケアシス

テムや地域包括支援システムの構築がさらに求められていることに異論を挟む余地はないといえ

よう（潮谷ら、２０１６）。

そして、今般の介護保険制度改正では、平成２９（２０１７）年６月２日に公布された、「地域包括

ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（法律第５２条）」の中で、地域

包括ケアシステムの深化・推進が言われており、全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重

度化防止に向けて取り組む仕組みを制度化すること及び地域包括支援センターの機能強化（市町

村による評価の義務づけ等）、さらに医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対す

る必要な情報の提供その他の支援の規定を整備する等、保険者である市町村が機能を発揮する取

り組みが求められている。また、医療・介護の連携の推進等においては、「日常的な医学管理」

や「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険

施設「介護医療院」が創設されること、地域共生社会の実現に向けた取組の推進等において、高
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齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため「共生型サービス」が新たに位

置づけられる等、ニーズに応じた資源開発、サービスの展開がなされている。

これらのような状況に鑑み、地域包括支援センターには、従来にも増して、市区町村、サービ

ス事業者、病院、民生委員・児童委員といった住民組織、予防もしくは状態の軽減、悪化防止の

ための事業をおこなう者、そして今後新たに設置されるサービス事業者、施設その他の関係機関

等との連携が地域包括ケアシステム、地域包括支援システムの文脈の中で求められているといえ

よう。

しかしながら、地域包括ケアや地域包括支援センターに関する全国規模での調査研究として公

表されているものは、筆者らが把握する限り、厚生労働省の老人保健健康増進等事業の助成を受

けて三菱総合研究所が平成２２年度から毎年度実施している調査結果、並びに同補助事業による全

国社会福祉協議会及び全国地域包括・在宅介護支援センター協議会が平成２２年度に実施した調査

結果等しか存在していないのが現状である。確かに、上述した調査研究等は、全国の地域包括支

援センターを対象としており、経年比較が可能となる貴重な実証データではあるが、その内容に

ついては、記述的かつ概括的であり、変数間の詳細な関係については言及されていない（潮谷ら、

２０１４）。

このような状況も踏まえ、長崎純心大学医療・福祉連携センター（以下、当センターという。）

では、地域包括支援センターの現状と課題を明らかにするために必要となる基礎資料を収集する

ことを目的に、全国の地域包括支援センターを対象とする悉皆調査を平成２６（２０１４）年２月に実

施している（以下、「平成２６年調査」という。）。そして、当該調査から得られたデータを用いた

研究のうち連携に焦点を当てた研究を見てみると、吉田ら（２０１４、２０１６）は、地域包括支援セン

ターと関係機関等との連携状況について、連携頻度の分析や因子分析の結果から地域包括支援セ

ンターの社会福祉士が相談内容や業務内容に応じて関係機関等との連携を行っており、相談内容

に応じて社会資源との連絡・調整を行っているということを示唆している（注１）。また、奥村ら

（２０１４）は、共分散構造分析の結果から、「総合相談支援業務」については、「職場内での業務状

況」が「他機関との連携状況」並びに「社会資源の連携・開発状況」とに対して顕著な影響力を

有していることを明らかにしている。さらに吉田ら（２０１５）は、「地域包括支援センターの設置

主体」を独立変数、「関係機関等との連携頻度」を従属変数とする一元配置分散分析の結果から、

設置主体によって関係機関等との連携頻度に差異が見られることを明らかにしている。

その後も当センターでは、平成２６年調査から得られた知見に加え、医療介護総合確保推進法施

行後、直近の政策動向も視野に入れて平成２８（２０１６）年４月に悉皆調査を実施した（以下、「平

成２８年調査」という。）。なお、平成２８年調査で得られた結果については、潮谷ら（２０１７）が単純

集計の分析結果を、奥村ら（２０１７）が「地域ケア会議の構成員」について自己組織化マップを援

用した分析結果を、吉田ら（２０１７）が「関係機関等との連携状況」に関する記述統計や因子分析

の結果を関係学会等にて報告を行っている（注２）。

そこで、本研究では、筆者らのこれまでの研究成果を引き継ぎ、発展させることも視野に入れ、
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地域包括ケアシステムや地域包括支援システムにおける地域包括支援センターの機能について探

索的に明らかにするために、地域包括支援センターと関係機関等との連携状況について焦点を当

てて考察することを目的とした。

�．方 法

１．調査対象及び調査方法

調査対象者は、全国の地域包括支援センター（サブセンター・ブランチを除く）４，６２２か所で

あり、回答者には、回答者の職種の差意から生じる回答の偏りを未然に防ぐ観点から、地域包括

支援センターに配置されている保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等のうち、社会福祉士

またはそれに準ずる者とした。

調査方法は、質問紙を用いた自計式の郵送調査であり、調査期間は、平成２８（２０１６）年３月３０

日から同年４月末日であった。回収率は２１．２％（９８１件）であったが、回収したもののなかから

無回答が顕著なケース及び調査対象者のうち職種が社会福祉士以外かつ社会福祉士有資格者以外

のものを除く７９５件を分析対象とした。

調査の実施に当たっての倫理的配慮としては、調査依頼文及び調査票の表紙に回答は厳重に秘

密を守って統計処理を行い、プライバシーが外部に漏洩することはない旨を記し、調査への協力

を得た。

調査項目は、当センターが実施した平成２６年調査の結果を踏まえ、加筆修正した調査票をもと

に、地域包括支援センターの社会福祉士２名を対象とするプレテストを１回実施し、この結果を

踏まえて修正を行い、調査票としての精度を高め、調査票を作成した。なお、調査項目の詳細に

ついては、潮谷ら（２０１７）を参照されたい。

２．分析方法

（１）各種変数における記述統計量の算出

調査対象者のうち、職種が社会福祉士である者の基本属性及び地域包括支援センターの設置主

体、回答者が４つの業務（総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント

支援業務、介護予防ケアマネジメント業務）に対してそれぞれ当該業務が主たる業務であるか否

かについて記述統計量を算出した。

（２）地域包括支援センターと関係機関等との連携頻度に関する分析

各業務別に関係機関等との連携頻度について把握するために、２６種からなる関係機関等の連携

頻度について各業務内容別に以下の手続きにそって分析を行った。

�２６種の関係機関等との連携頻度について、１年間を通してどの程度連携しているかという問

いに対して、「していない」に０点、「年１回程度」に１点、「年２回程度」に２点、「年４回

程度」に３点、「年６回程度」に４点、「月１回程度」に５点、「月２回程度」に６点、「月４
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回程度」に７点、「月５回以上」に８点を付与し、記述統計量を算出した（注３）。

�２６種の関係機関等との連携頻度について、ピアソンの積率相関係数を用いた相関行列を算出

し、項目間の関係について検討した。

�２６種の関係機関等との連携頻度の構造を明らかにするために、探索的因子分析を行った。初

期解の推定法は最尤法、因子数は固有値１．０以上とし、回転法についてはプロマックス回転

およびバリマックス回転の２種類を用いて因子構造の検討を行った（注４）。

�２６種の関係機関等との関係について、連携頻度の平均値が高い上位５つを用いて、それぞれ

の関係性を連携頻度における平均値、ピアソンの積率相関係数、因子分析の結果を踏まえて

図式化し、解釈を行った。

（３）地域包括支援センターにおける関係機関等との連携評価に関する分析

地域包括支援センターと圏域内の関係機関等との連携及び関係機関等との連携に係る評価を把

握するために、２７種からなる関係機関等との連携評価について、以下の手続きにそって分析を行っ

た。

�２７種の関係機関等との連携評価について、それぞれの関係機関と連携できていると思うかと

いう問いに対して「そう思わない」に１点、「あまりそう思わない」に２点、「ややそう思う」

に３点、「そう思う」に４点を付与し、記述統計量を算出した。

�２７種の関係機関等との連携評価について、ピアソンの積率相関係数を用いた相関行列を算出

し、項目間の関係について検討した。

（４）地域包括支援センターと関係機関等との連携頻度と連携評価に関する分析

各業務内容における関係機関等との連携頻度と連携評価について、ピアソンの積率相関係数を

用いた相関行列による項目間の関係を検討した。

なお、（２）、（３）、（４）の分析対象者に関しては、調査対象と設定した職種が社会福祉士か

つ社会福祉士有資格者、及び当該変数に欠損値を有しないケースとした。また、使用した変数及

び質問項目、測定方法は表�－１に示す通りであり、分析には IBM SPSS Statistics２２を用いた。

純 心 人 文 研 究 第２４号 ２０１８

―１０９―



�．研究結果

１．各種変数における記述統計量の算出

（１）調査対象者の基本属性

調査対象者の基本属性は、表�－１に示すとおりであり、平均年齢は３８．５２歳（S.D.＝９．０３）、

性別は男性が４０．６％、女性が５９．０％であった。最終学歴は、回答が多い順に、大学が８２．５％、専

門学校が６．９％、短期大学が４．５％であった。保有する資格については、複数回答による頻度が多

表�－１ 使用した変数及び測定方法

変数 質問内容 測定方法

１．設置主体

地域包括支援センターの設置主体 多肢選択法
貴地域包括支援センターの設置主体とし
て、該当する番号に〇を付けて下さい（〇
は１つだけ）。

行政直営／社会福祉法人（社会福祉協議
会を除く）／社会福祉協議会／医療法人
／財団法人（一般・公益）／社団法人（一
般・公益）／有限会社／株式会社／NPO

法人／その他

２．主たる業務か否か

総合相談支援業務 多肢選択法

貴地域包括支援センターが行う総合相談
支援業務は、あなた（回答されている方）
の主たる業務ですか。該当する番号に○
を付けて下さい。

主たる業務である／主たる業務ではない

権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務について、上記と同様に測定

３．関係機関等との連携頻度

総合相談支援業務 多肢選択法

あなた（回答されている方）は、貴地域
包括支援センターの総合相談支援業務に
おいて、次の（１）～（２７）の各関係機
関等と１年間を通してどの程度連携して
いますか。それぞれの項目について、該
当する番号に〇を付けて下さい（〇はそ
れぞれ１つずつ）。

していない→０点、年１回程度→１点、
年２回程度→２点、年４回程度→３点、
年６回程度→４点、月１回程度→５点、
月２回程度→６点、月４回程度→７点、
月５回以上→８点、を配点して測定。

（関係機関等）市区町村／福祉事務所／保健福祉センター・保健所／警察署／消防署／病院／診療所／歯科診療所／薬局／他の地域
包括支援センター／居宅介護支援事業者／訪問看護事業者／訪問介護事業者／訪問リハビリテーション事業者／介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）／介護老人保健施設／介護療養型医療施設／弁護士／司法書士／民生委員・児童委員／社会福祉協議会／自
治会・町内会／老人クラブ／ボランティア団体／家族会などの当事者団体／老人福祉センター／その他

権利擁護業務について、上記の関係機関等について総合相談支援業務と同様の方法を用いて測定

４．関係機関等との連携評価

圏域内の関係機関等との連携 多肢選択法

次の質問文をもとに下記の各項目につい
て、該当する番号に○を付けて下さい（〇
はそれぞれ１つずつ）。（質問文）私が所
属する地域包括支援センターでは、地域
包括ケアを推進するにあたって、圏域内
の下記（１）～（１７）とは、連携できて
いる／養成できている／構築できている
／周知できている。

そう思わない→１点、あまりそう思わな
い→２点、ややそう思う→３点、そう思
う→４点、を配点して測定。

（関係機関等）病院／診療所／歯科診療所／薬局／交番／消防団／民生委員・児童委員／自治会・町内会／婦人団体・女性団体／老
人クラブ／利用者の家族／利用者の周辺の地域住民

関係機関等との連携 多肢選択法

次の質問文をもとに下記の各項目につい
て、該当する番号に○を付けて下さい（〇
はそれぞれ１つずつ）。（質問文）私が所
属する地域包括支援センターでは、地域
包括ケアを推進するにあたって、関係す
る下記（１）～（１５）とは、連携できて
いる。

そう思わない→１点、あまりそう思わな
い→２点、ややそう思う→３点、そう思
う→４点、を配点して測定。

（関係機関等）市区町村行政／市区町村社会福祉協議会／他の地域包括支援センター／居宅介護支援事業者／訪問看護事業者／訪問
介護事業者／訪問リハビリテーション事業者／介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）／介護老人保健施設／介護療養型医療施設
／弁護士／司法書士／警察署／消防署／ボランティア団体
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表�－１ 対象者の基本属性（度数・％及び平均値・S.D.）

保有する資格（複数回答可、各々 n＝７９５） 度数 ％

社会福祉士 ７９５ １００．０

精神保健福祉士 １４７ １８．５

保健師 ５ ０．６

看護師 １２ １．５

理学療法士 ０ ０．０

作業療法士 ２ ０．３

言語聴覚士 ０ ０．０

介護支援専門員 ５０７ ６３．８

介護福祉士 ２６３ ３３．１

訪問介護員 １１１ １４．０

社会福祉主事 ３６７ ４６．２

その他 ７２ ９．１

平均値 S.D.

現在の地域包括支援センターの勤務年数（n＝７９４） ３．８２ ２．９８

他の施設での勤務経験の有無 度数 ％

有 ７２４ ９１．１

無 ６５ ８．２

無回答 ６ ０．８

平均値 S.D.

他施設での勤務総就労年数（n＝６４７） １０．８２ ７．８３

内 行政関係（n＝４９９） １．４２ ４．２２

福祉関係（n＝６３４） ８．２９ ６．８６

医療関係（n＝５１６） １．３３ ３．０７

平均値 S.D.

年齢（n＝７８３） ３８．５２ ９．０３

性別（n＝７９５） 度数 ％

男性 ３２３ ４０．６

女性 ４６９ ５９．０

無回答 ３ ０．４

最終学歴（n＝７９５） 度数 ％

高校 １７ ２．１

専門学校 ５５ ６．９

短期大学 ３６ ４．５

大学 ６５６ ８２．５

大学院 ２４ ３．０

その他 ３ ０．４

無回答 ４ ０．５

い順に、社会福祉士が７９５人、介護支援専門員が５０７人、社会福祉主事が３６７人、介護福祉士が２６３

人、精神保健福祉士が１４７人であった。現在の地域包括支援センターにおける平均勤務年数は３．８２

年（S.D.＝２．９８）であり、他の施設での勤務経験については、勤務経験が有る人が９１．１％、無い

人は８．２％であった。有ると答えたもののうち、他の施設や機関における総就労年数は、１０．８２（S.

D.＝７．８３）であり、平均勤務年数は、行政関係が１．４２年（S.D.＝４．２２）、福祉関係が８．２９年（S.D.

＝６．８６）、医療関係が１．３３年（S.D.＝３．０７）であった。

なお、文中の S.D.とは Standard Deviationの略語であり、標準偏差のことである。

（２）地域包括支援センターの設置主体

地域包括支援センターの設置主体としては、回答が多い順に「社会福祉法人（社会福祉協議会

を除く）」が３８．１％、「行政直営」が２３．９％、「社会福祉協議会」が１７．４％、「医療法人」が１３．５％

であった（表�－２）。なお、本調査では、「社会福祉法人（社会福祉協議会を除く）」と「社会

福祉協議会」とを分けて測定を行っているが、社会福祉協議会の経営主体は全て社会福祉法人で

あるということに注意されたい。

また、三菱総合研究所（２０１６）による『地域包括支援センターにおける業務実態に関する調査

研究事業報告書』で示されている地域包括支援センターの設置主体の状況は、回答が多い順に「社

会福祉法人（社会福祉協議会除く）」が４０．３％、「直営」が２６．０％、「社会福祉協議会」が１３．７％、
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表�－２ 設置主体及び社会福祉士が主たる業務とするものの記述統計量（度数・％）

地域包括支援センターの設置主体（n＝７９５） 度数 ％

行政直営 １９０ ２３．９

社会福祉法人（社会福祉協議会を除く） ３０３ ３８．１

社会福祉協議会 １３８ １７．４

医療法人 １０７ １３．５

財団法人（一般・公益） ９ １．１

社団法人（一般・公益） １１ １．４

有限会社 １ ０．１

株式会社 １５ １．９

NPO法人 ２ ０．３

その他 １４ １．８

無回答 ５ ０．６

社会福祉士が主たる業務とするもの（n＝７９５） 度数 ％

総合相談支援業務 ７０８ ８９．１

権利擁護業務 ７１３ ８９．７

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 ２０７ ２６．０

介護予防ケアマネジメント業務 ３２５ ４０．９

「医療法人」が１２．５％であった。本調査の結果とを比較してみるとほぼ同じような傾向が見られ

た。

（３）社会福祉士の主たる業務

社会福祉士の主たる業務について、４つの業務が調査対象者（n＝７９５）にとって主たる業務で

あるか否かについてそれぞれ測定した結果、表�－２に示す通り、社会福祉士が主たる業務とす

ると答えた度数が多い順に、権利擁護業務（７１３件）、総合相談支援業務（７０８件）、介護予防ケア

マネジメント業務（３２５件）、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（２０７件）であった（表

�－２）。

上述したように、地域包括支援センターの社会福祉士は、権利擁護業務及び総合相談支援業務

を主たる業務としていることが明らかになったため、今後の分析では、総合相談支援業務及び権

利擁護業務に絞り分析を行った。

２．地域包括支援センターと関係機関等との連携頻度に関する分析

（１）記述統計量

総合相談支援業務及び権利擁護業務における各関係機関との連携頻度の平均値と標準偏差を表

�－３に示した。

総合相談支援業務における２６種の関係機関等との連携頻度の平均値は１．１１１から６．７５２の範囲に、

標準偏差は１．５４４から２．８７３の範囲にあり、平均値が高い順に「市区町村」が６．７５２、「居宅介護支

援事業」が６．５８７、「病院」が５．９５３、「民生委員・児童委員」が５．５４４「訪問介護事業者」が４．７７７

であった。

権利擁護業務における２６種の関係機関等との連携頻度の平均値は４．９０１から０．３７０の範囲に、標
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表�－３ 総合相談支援業務及び権利擁護業務における各関係機関等との連携頻度の記述統計量
（平均値・S.D.）（n＝４４３）

総合相談支援業務 権利擁護業務
平均値 S.D. 平均値 S.D.

市区町村 ６．７５２ １．７５５ ４．９０１ ２．２４２
福祉事務所 ４．３８６ ２．８７３ ３．０９５ ２．６１５
保健福祉センター・保健所 ３．１６０ ２．３８１ ２．０５４ ２．１５４
警察署 ２．７４５ １．７３６ ２．１７８ １．７６５
消防署 １．２３５ １．５４４ ０．６７０ １．２４８
病院 ５．９５３ １．８０７ ３．１２６ ２．２５８
診療所 ３．９２８ ２．５８８ １．９０１ ２．１４９
歯科診療所 １．１２９ １．５８３ ０．３７０ ０．９９９
薬局 １．９６６ １．９２８ ０．６２１ １．２６６
他の地域包括支援センター ４．６２５ ２．３６１ ２．８６７ ２．４００
居宅介護支援事業者 ６．５８７ １．８３４ ４．２０１ ２．２７５
訪問看護事業者 ３．７３１ ２．４３１ １．６２１ ２．０７９
訪問介護事業者 ４．７７７ ２．５０２ ２．２２３ ２．２７７
訪問リハビリテーション事業者 ２．５８５ ２．４７７ ０．９９１ １．７４９
介護老人福祉施設 ３．１０８ ２．３０５ １．８１０ １．９７８
介護老人保健施設 ２．８６９ ２．１３３ １．４８３ １．８５０
介護療養型医療施設 １．４４５ １．８４２ ０．６８８ １．３７１
弁護士 １．４６７ １．５９９ １．４７９ １．６８１
司法書士 １．４８８ １．７３０ １．４５１ １．７２８
民生委員・児童委員 ５．５４４ １．６８６ ３．３８６ ２．０７２
社会福祉協議会 ４．５６０ ２．２６０ ２．９２８ ２．３６６
自治会・町内会 ３．１０２ ２．２１４ １．４７４ １．８６８
老人クラブ ２．０７４ ２．１１５ ０．７４７ １．４２８
ボランティア団体 １．７２９ １．９９１ ０．５６２ １．３０７
家族会などの当事者団体 １．６１２ １．９５１ ０．６３０ １．３２８
老人福祉センター １．１１１ １．７９１ ０．４８１ １．２９３

準偏差は０．９９９から２．６１５の範囲にあり、平均値が高い順に「市区町村」が４．９０１、「居宅介護支援

事業者」が４．２０１、「民生委員・児童委員」が３．３８６、「病院」が３．１２６、「福祉事務所」が３．０９５で

あった。

（２）変数間の相関行列の結果

�総合相談支援業務における変数間の相関関係

総合相談支援業務における２６種の関係機関等との連携頻度について、ピアソンの積率相関係数

を用いて変数間の相関行列を表�－４に示した。総合相談支援業務における変数間の相関行列に

おいて、相関係数の値が高い順に、x１５（介護老人福祉施設）と x１６（介護老人保健施設）が r＝．７２６、

x１２（訪問看護事業者）と x１３（訪問介護事業者）が r＝．６８６、x１２（訪問看護事業者）と x１４（訪

問リハビリテーション事業者）が r＝．６８４、x２２（自治会・町内会）と x２３（老人クラブ）が r＝．６２６、

x６（病院）と x１１（居宅介護支援事業者）が r＝．５９７であった。

なお、表に網掛けをしている箇所は０．３以上の相関関係が見られたものであり、線で囲ってい

る箇所は、０．５以上の相関関係が見られたものである。
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表�－４ 総合相談支援業務における変数間の相関行列（n＝４４３）

�権利擁護業務における変数間の相関関係

権利擁護業務における２６種の関係機関等との連携頻度について、ピアソンの積率相関係数を用

いて変数間の相関行列を表�－５に示した。なお、２６種の関係機関等の変数は総合相談支援業務

と同様であることを付記しておく。

権利擁護業務における変数間の相関行列において、相関係数の値が高い順に、x１５（介護老人

福祉施設）と x１６（介護老人保健施設）が r＝．８０３、x１２（訪問看護事業者）と x１３（訪問介護事

業者）が r＝．７９４、x１２（訪問看護事業者）と x１４（訪問リハビリテーション事業者）が r＝．７６９、

x８（歯科診療所）と x９（薬局）が r＝．７０９、x２３（老人クラブ）と x２４（ボランティア団体）

が r＝．６９０であった。

なお、表に網掛けをしている箇所は０．３以上の相関関係が見られたものであり、線で囲ってい

る箇所は、０．５以上の相関関係が見られたものである。
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表�－５ 権利擁護業務における変数間の相関行列（n＝４４３）

（３）因子分析の結果（注５）

�総合相談支援業務における因子分析の結果

総合相談支援業務における各関係機関等との連携頻度について因子分析を行った。因子分析は

最尤法で行い、因子の回転法についてはプロマックス回転及びバリマックス回転を用いて分析を

行った（表�－６、表�－７）。総合相談支援業務における関係機関等との連携頻度について測

定に用いた２６種の関係機関等は最尤法、プロマックス回転にて因子分析を行うと５つの因子に

よって構成されていることが明らかになったが、「他の地域包括支援センター」及び「保健所」

においては、抽出された因子負荷量の最大値が０．３未満であったため、どの因子にも分類されな

い変数として解釈した。

また、「警察署」及び「福祉事務所」は第�因子に分類されたが、第�因子の因子負荷量も高

いということ、「訪問介護事業者」は第�因子に分類されたが、第�因子の因子負荷量も高いと

いうことが明らかになった。

また、最尤法・バリマックス回転にて因子分析を行った結果、因子構造はプロマックス回転の

ものと比較すると、「診療所」と「他の地域包括支援センター」以外はほとんど同様であった。「診

療所」は、プロマックス回転では因子負荷量が低くどの因子にも属していなかったが、バリマッ

クス回転では、�因子と�因子に対して因子負荷量が高いという結果になった。同様にプロマッ

クス回転ではどこにも属していなかった「他の地域包括支援センター」は、バリマックス回転で

は�因子と�因子に対して因子負荷量が高いという結果が明らかになった。

このように、プロマックス回転を用いた結果に比べてバリマックス回転を用いた結果の方が各

項目の因子負荷量も大きく、所属因子も明確になり、因子の解釈も容易となった。しかしながら、

バリマックス回転では、因子間の相関を零と仮定して分析を行うため、理論上、因子間の相関が

零と仮定されるような事象を扱う因子分析には適しているが、因子間の相関が零ではない事象に

適用する際には、理論モデルと分析方法との間に矛盾が生じてしまう可能性が否めない。

これを踏まえ、本研究では、関係機関等の連携に係る背景因子については、異なる因子であっ
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表�－６ 総合相談支援業務における因子分析結果（最尤法：プロマックス回転）（n＝４４３）

１ ２ ３ ４ ５
病院 ０．６８４ －０．１１１ ０．０６０ ０．００５ ０．１５９
居宅介護支援事業者 ０．６７９ －０．００７ －０．０８３ －０．００７ ０．２０８
市区町村 ０．６４０ ０．０１３ －０．０５６ ０．０８２ ０．００２
民生委員・児童委員 ０．６１０ ０．２７８ ０．０１０ －０．０２０ －０．１４４
社会福祉協議会 ０．４１３ ０．１９１ ０．０５１ ０．２０４ －０．１１６
他の地域包括支援センター ０．２６１ ０．２４７ ０．０９４ －０．１３８ ０．１６１
老人クラブ ０．０２５ ０．８５１ －０．１０４ －０．０１１ ０．００２
自治会・町内会 ０．１８０ ０．７２７ ０．０００ －０．０８９ －０．０４７
ボランティア団体 ０．０６０ ０．６７８ －０．０６５ ０．０１８ ０．０４２
家族会などの当事者団体 ０．０１７ ０．４７６ ０．１０９ ０．０３７ －０．０３２
老人福祉センター －０．０９２ ０．４０４ ０．１０７ ０．１３８ －０．０１６
消防署 ０．００１ ０．０１０ ０．６２４ ０．０４１ －０．０５０
警察署 ０．３２１ －０．０８１ ０．５９６ ０．０９１ －０．２３０
司法書士 －０．０１３ －０．０１６ ０．５６０ －０．００５ ０．０９２
弁護士 －０．０３９ ０．０１６ ０．５２９ ０．０７６ －０．００２
福祉事務所 ０．３９８ －０．１１６ ０．５１０ －０．１０２ －０．０８１
歯科診療所 －０．２８８ ０．２９１ ０．４５６ ０．０７７ ０．１４７
薬局 －０．０７５ ０．２２９ ０．４２４ －０．０９３ ０．２０７
保健福祉センター・保健所 ０．２６５ ０．０１４ ０．３６３ －０．０８０ ０．０６８
診療所 ０．２２９ ０．００４ ０．２６０ ０．０１０ ０．２３６
介護老人保健施設 ０．０７５ －０．０３５ －０．０４５ ０．８８６ ０．０３６
介護老人福祉施設 ０．１５９ ０．０４８ ０．０１２ ０．６９２ －０．００７
介護療養型医療施設 －０．１３１ ０．０１２ ０．１８６ ０．５１６ ０．１３０
訪問看護事業者 ０．１００ －０．０３６ ０．０３１ －０．０５１ ０．８６３
訪問リハビリテーション事業者 －０．０９４ ０．１１２ －０．０４１ ０．１７８ ０．６７６
訪問介護事業者 ０．３３８ －０．０６６ －０．０６７ ０．１１０ ０．５９４

適合度検定
カイ２乗 自由度 有意確率

４４４．３８９ ２０５ ０．０００

因子相関行列
因子 １ ２ ３ ４ ５

１ １．０００
２ ０．４５０ １．０００
３ ０．５４７ ０．５８８ １．０００
４ ０．４８３ ０．５０２ ０．５２０ １．０００
５ ０．４８８ ０．５５７ ０．５３６ ０．６１１ １．０００

てもそれぞれの因子は社会資源として共通の機能を有していることから、因子間の相関関係を零

と仮定するよりは、むしろ零ではないと仮定する方が妥当であると判断し、因子間の相関を認め

るプロマックス回転の結果をもとに、第�因子を「フォーマルな団体組織等」、第�因子を「住

民組織や福祉関係組織等」、第�因子を「緊急時対応組織や医療組織等」、第�因子を「介護保険

施設等」、第�因子を「居宅生活支援組織」と命名した。
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表�－７ 総合相談支援業務における因子分析結果（最尤法：バリマックス回転）（n＝４４３）

１ ２ ３ ４ ５
病院 ０．６７３ ０．０７９ ０．２１７ ０．１４５ ０．２２６
居宅介護支援事業者 ０．６６０ ０．１４４ ０．１２２ ０．１３９ ０．２５９
市区町村 ０．６０８ ０．１２６ ０．１１６ ０．１６３ ０．１０５
民生委員・児童委員 ０．５８９ ０．３１８ ０．１７５ ０．０８３ ０．０１０
社会福祉協議会 ０．４６０ ０．２７６ ０．２０１ ０．２５３ ０．０４７
診療所 ０．３４２ ０．１８６ ０．３３８ ０．１５７ ０．２８２
他の地域包括支援センター ０．３２４ ０．３１３ ０．２０７ ０．０２１ ０．２０４
老人クラブ ０．１６４ ０．７５４ ０．１１５ ０．１２１ ０．１３５
自治会・町内会 ０．２８１ ０．６６５ ０．１８５ ０．０５９ ０．０９３
ボランティア団体 ０．１８９ ０．６３０ ０．１３１ ０．１４０ ０．１５７
家族会などの当事者団体 ０．１４１ ０．４７１ ０．２１６ ０．１２８ ０．０８５
老人福祉センター ０．０５２ ０．４１３ ０．１９７ ０．１９２ ０．０９３
消防署 ０．１６５ ０．１８３ ０．５５４ ０．１３８ ０．０７２
警察署 ０．４０９ ０．１０８ ０．５５０ ０．１６１ －０．０４５
司法書士 ０．１５３ ０．１６８ ０．５１０ ０．１１９ ０．１６７
弁護士 ０．１２４ ０．１７７ ０．４８０ ０．１６０ ０．１０１
福祉事務所 ０．４４０ ０．０６２ ０．４７４ ０．０２１ ０．０３０
歯科診療所 －０．０３７ ０．４０７ ０．４５９ ０．１９８ ０．２２９
薬局 ０．１１４ ０．３５６ ０．４４０ ０．０８０ ０．２５７
保健福祉センター・保健所 ０．３４３ ０．１６３ ０．３８３ ０．０５７ ０．１４２
介護老人保健施設 ０．２７５ ０．１８３ ０．１６７ ０．７９５ ０．２２６
介護老人福祉施設 ０．３２７ ０．２３３ ０．２０５ ０．６４８ ０．１８２
介護療養型医療施設 ０．０８５ ０．１９７ ０．２７８ ０．５１１ ０．２４２
訪問看護事業者 ０．２８８ ０．２２４ ０．２２４ ０．２１０ ０．７４２
訪問リハビリテーション事業者 ０．１２７ ０．３０６ ０．１５８ ０．３４４ ０．６１９
訪問介護事業者 ０．４５４ ０．１７１ ０．１５８ ０．２９２ ０．５６０

適合度検定
カイ２乗 自由度 有意確率

４４４．３８９ ２０５ ０．０００

因子変換行列
因子 １ ２ ３ ４ ５

１ ０．５０３ ０．４４２ ０．３９３ ０．４５８ ０．４３３
２ ０．１９４ ０．５３０ ０．３１２ －０．６９９ －０．３１０
３ ０．７４２ －０．６２１ ０．１０８ －０．１３５ －０．１８３
４ －０．０２７ ０．１２５ ０．１７９ ０．５３０ －０．８１９
５ －０．３９８ －０．３５０ ０．８３９ －０．０５０ ０．１１０

�権利擁護業務における因子分析の結果

次に、権利擁護業務における各関係機関との連携頻度については、因子分析を最尤法にて行い、

回転についてはプロマックス回転及びバリマックス回転にて分析を行った（表�－８、表�－９）。

権利擁護業務における関係機関等との連携頻度について測定に用いた２６種の関係機関等は最尤

法・プロマックス回転で因子分析を行うと４つの因子によって構成されているということが明ら

かになったが、「消防署」においては、抽出された因子負荷量の最大値が０．３未満であったため、

どの因子にも分類されない変数として解釈した。なお、第�因子に属していた「訪問看護事業者」

の因子負荷量は１．０以上の値となっていたため、今後更なる検討が必要であることを付記しておく。
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表�－８ 権利擁護業務における因子分析の結果（最尤法：プロマックス回転）（n＝４４３）

１ ２ ３ ４
福祉事務所 ０．８２３ ０．０３０ －０．１６５ －０．０２３
市区町村 ０．７７８ －０．１６２ ０．００３ ０．０７２
警察署 ０．７２８ ０．０２１ －０．１３０ ０．０３４
病院 ０．６６４ －０．０８６ ０．１０８ ０．１３８
居宅介護支援事業者 ０．６４２ －０．１９４ ０．２３７ ０．１１７
民生委員・児童委員 ０．６３６ ０．１７８ ０．０９６ －０．１４７
社会福祉協議会 ０．５３３ ０．１８２ ０．００４ －０．０１７
他の地域包括支援センター ０．５１５ ０．０４４ ０．１３０ －０．０３８
診療所 ０．５０３ ０．１７８ ０．１１８ ０．０１７
保健福祉センター・保健所 ０．４７７ ０．１１４ ０．０９５ －０．０３４
弁護士 ０．４６２ ０．０６９ －０．１２１ ０．０６３
司法書士 ０．４６０ ０．０８６ －０．０３５ －０．０３８
消防署 ０．２８８ ０．２４９ －０．０６８ ０．１３８
ボランティア団体 ０．０１６ ０．８８９ －０．０６７ －０．０６８
老人クラブ ０．００２ ０．８５４ －０．０５７ －０．０１２
老人福祉センター ０．００６ ０．７６４ ０．０１６ －０．０４７
自治会・町内会 ０．１８９ ０．６１５ ０．１３８ －０．１３２
歯科診療所 －０．０６４ ０．５９０ ０．０２６ ０．１８４
家族会などの当事者団体 ０．０１４ ０．５７０ ０．０２２ ０．０６５
薬局 ０．０８２ ０．５１１ ０．０２０ ０．１２８
訪問看護事業者 －０．０５５ －０．０３２ １．０７０ －０．０６１
訪問介護事業者 ０．１７２ －０．０２０ ０．６９５ ０．０３４
訪問リハビリテーション事業者 －０．１０２ ０．１９６ ０．６９２ ０．０７５
介護老人福祉施設 ０．１３４ －０．０７０ －０．００５ ０．８４１
介護老人保健施設 ０．０６９ ０．０８５ －０．０３５ ０．８２９
介護療養型医療施設 －０．１４７ ０．３４８ ０．１６０ ０．４２９

適合度検定
カイ２乗 自由度 有意確率

７９１．７６８ ２２７ ０．０００

因子相関行列
因子 １ ２ ３ ４

１ １．０００
２ ０．６０１ １．０００
３ ０．７１０ ０．６３５ １．０００
４ ０．６６７ ０．５４２ ０．６７８ １．０００

また、最尤法・バリマックス回転にて因子分析を行った結果、因子構造はプロマックス回転の

ものと比較すると、「消防署」と「介護療養型医療施設」以外はほとんど同様であった。「消防署」

はプロマックス回転では因子負荷量が低くどの因子にも属していなかったが、バリマックス回転

では第�因子と第�因子に対して因子負荷量が高いという結果になった。そして、「介護療養型

医療施設」は、プロマックス回転で行った因子分析では第�因子に属していたが、バリマックス

回転では第�因子に属するという結果が明らかになった。

なお、本研究では、前述した理由から、プロマックス回転の結果をもとに、第�因子を「フォー

マルな団体組織や緊急対応組織等」、第�因子を「住民組織や医療組織等」、第�因子を「居宅生

活支援組織」、第�因子を「介護保険施設等」と命名した。
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表�－９ 権利擁護業務における因子分析の結果（最尤法：バリマックス回転）（n＝４４３）

１ ２ ３ ４
市区町村 ０．６８７ ０．０９５ ０．１７７ ０．１９７
福祉事務所 ０．６７８ ０．２０１ ０．０６４ ０．１１４
病院 ０．６７３ ０．１８８ ０．２６６ ０．２６７
居宅介護支援事業者 ０．６６６ ０．１２１ ０．３３９ ０．２６１
警察署 ０．６２４ ０．１９３ ０．０８３ ０．１４９
民生委員・児童委員 ０．６０７ ０．３４２ ０．２２５ ０．０６０
診療所 ０．５５９ ０．３５７ ０．２５４ ０．１７５
社会福祉協議会 ０．５２８ ０．３２０ ０．１６２ ０．１２４
他の地域包括支援センター ０．５１５ ０．２２６ ０．２２７ ０．１１４
保健福祉センター・保健所 ０．４８８ ０．２６７ ０．２０４ ０．１１１
弁護士 ０．４１３ ０．１７２ ０．０４３ ０．１２８
司法書士 ０．４１１ ０．１９０ ０．０８９ ０．０６８
消防署 ０．３５７ ０．３２８ ０．０９９ ０．１９６
ボランティア団体 ０．２１３ ０．７８７ ０．１０２ ０．０６５
老人クラブ ０．２１５ ０．７６９ ０．１１５ ０．１０６
老人福祉センター ０．２０９ ０．７０３ ０．１４９ ０．０８２
自治会・町内会 ０．３４９ ０．６３８ ０．２４０ ０．０５７
歯科診療所 ０．１９１ ０．５８８ ０．１６７ ０．２３８
家族会などの当事者団体 ０．２０８ ０．５５９ ０．１４８ ０．１５０
薬局 ０．２７７ ０．５３９ ０．１６７ ０．２０８
介護療養型医療施設 ０．１９６ ０．４５５ ０．２７４ ０．４２３
訪問看護事業者 ０．３４７ ０．３１７ ０．８２７ ０．２０３
訪問介護事業者 ０．４４２ ０．２８７ ０．６０７ ０．２３７
訪問リハビリテーション事業者 ０．２７０ ０．４１８ ０．５９１ ０．２４６
介護老人福祉施設 ０．４２５ ０．２０１ ０．２３７ ０．７２１
介護老人保健施設 ０．３９４ ０．３１３ ０．２２４ ０．７１４

適合度検定
カイ２乗 自由度 有意確率

７９１．７６８ ２２７ ０．０００

因子変換行列
因子 １ ２ ３ ４

１ ０．５４９ ０．４８４ ０．５８１ ０．３５５
２ ０．３２９ ０．４０９ －０．８１１ ０．２５９
３ －０．４２０ ０．７６３ ０．０５９ －０．４８８
４ ０．６４３ －０．１２５ －０．０４３ －０．７５４

（４）平均値、ピアソンの積率相関係数、因子分析の結果を踏まえて図式化

�総合相談支援業務における分析結果を踏まえた図式

総合相談支援業務における関係機関等との連携頻度の平均値上位５つの関係機関をあげ、それ

らの平均値、ピアソンの積率相関係数、因子分析（最尤法・プロマックス回転）の結果を踏まえ

て図式化を行った（図�－１）。

平均値の上位５つの関係機関等は、全て０．３以上の相関関係があることや、「訪問介護事業者」

以外は第�因子に属していることが示されたが、そもそも訪問介護事業者の第�因子への負荷量

は０．３３８と高く、第�因子が総合相談支援業務における連携先の中心になっているのではないか

と考えられた。
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図�－１ 総合相談支援業務における連携頻度の平均値上位５つ（n＝４４３）

図�－２ 権利擁護業務における連携頻度の平均値上位５つ（n＝４４３）

�権利擁護業務における分析結果を踏まえた図式

権利擁護業務における関係機関等との連携頻度の平均値上位５つの関係機関をあげ、それらの

平均値、ピアソンの積率相関係数、因子分析（最尤法・プロマックス回転）の結果を踏まえて図

式化を行った（図�－２）。

平均値の上位５つの関係機関等は、全て�因子に属しており、０．３以上の相関関係があること

が示された。
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表�－１０ 関係機関等との連携評価の記述統計量（平均値・S.D.）（n＝４４３）

平均値 S.D. 平均値 S.D.

民生委員・児童委員 ３．６３７ ０．５１８ 交番 ２．６８６ ０．８３１
市区町村行政 ３．５１２ ０．６２１ 介護老人保健施設 ２．６８４ ０．８２６
利用者の家族 ３．４２９ ０．５９９ 訪問リハビリテーション事業者 ２．６３９ ０．８９５
居宅介護支援事業者 ３．４１８ ０．５９０ 老人クラブ ２．５８５ ０．８８４
他の地域包括支援センター ３．２４２ ０．７６６ 薬局 ２．３４３ ０．７９９
訪問介護事業者 ３．１５１ ０．７１０ ボランティア団体 ２．３３２ ０．８４９
市区町村社会福祉協議会 ３．１２９ ０．８２９ 司法書士 ２．３０２ ０．９１９
病院 ２．９６６ ０．６９０ 弁護士 ２．２６２ ０．９４４
訪問看護事業者 ２．９０１ ０．８２３ 消防署 ２．２０３ ０．８１２
自治会・町内会 ２．８６７ ０．７７５ 介護療養型医療施設 ２．１８７ ０．８７９
介護老人福祉施設 ２．７８３ ０．８６３ 歯科診療所 ２．０３２ ０．７９０
警察署 ２．７５４ ０．７９６ 婦人団体 １．９９３ ０．８３３
診療所 ２．７４９ ０．７９５ 消防団 １．８５８ ０．７９３
利用者周辺地域住民 ２．７２９ ０．６９５

３．地域包括支援センターにおける関係機関等との連携評価に関する分析

（１）記述統計量

地域包括支援センターにおける関係機関等との連携に係る評価を把握するために、２７種からな

る関係機関等との連携評価について記述統計量を算出した結果、（表�－１０）関係機関等との連

携評価において平均値が高い順に、「民生委員・児童委員」が３．６３７（S.D.＝０．５１８）、「市区町村

行政」が３．５１２（S.D.＝０．６２１）、「利用者の家族」が３．４２９（S.D.＝０．５９９）であった。

（２）変数間の相関行列

２７種の関係機関等との連携評価について、ピアソンの積率相関係数を用いて変数間の相関行列

を表�－１１に示した。関係機関等との連携評価の変数間の相関行列において、相関係数の値が最

も高い順に、x１７（訪問看護事業者）と x１８（訪問介護事業者）が r＝．７６１、x１７（訪問看護事業

者）と x１９（訪問リハビリテーション事業者）が r＝．６７６、x１６（居宅介護支援事業者）と x１８（訪

問介護事業者）が r＝．６７０、x２１（介護老人保健施設）と x２２（介護療養型医療施設）が r＝．６３０、

x１６（居宅介護支援事業者）と x１７（訪問看護事業者）が r＝．６１２であった。

なお、表に網掛けをしている箇所は０．３以上の相関関係が見られたものであり、線で囲ってい

る箇所は、０．５以上の相関関係が見られたものである。
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表�－１１ 関係機関等との連携評価の相関分析（n＝４４３）

４．各業務内容における関係機関等との連携頻度と連携評価に関する分析

各業務内容における関係機関等との連携頻度と連携評価について、ピアソンの積率相関係数を

用いた相関行列による項目間の関係を検討した（表�－１２）（注６）。

総合相談支援業務における関係機関等との連携頻度と連携評価の変数間の相関行列において、

相関係数の値が高い順に、「司法書士」が r＝．６３１、「弁護士」が r＝．５８３、「老人クラブ」が r＝．５４８、

「自治会・町内会」が r＝．４９６、「ボランティア団体」が r＝．４６２であった。

そして、権利擁護業務における関係機関等との連携頻度と連携評価の変数間の相関行列におい

て、相関係数の値が高い順に、「司法書士」が r＝．５９０、「弁護士」が r＝．５２１、「警察署」が r＝．４０８、

「自治会・町内会」が r＝．３５０、「ボランティア団体」が r＝．３４８であった。

なお、表に網掛けをしている箇所は０．３以上の相関関係が見られたものであり、線で囲ってい

る箇所は、０．５以上の相関関係が見られたものである。
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総合相談 権利擁護
病院 ０．０９１ ０．０９９
診療所 ０．４２８ ０．２６１
歯科診療所 ０．３９０ ０．２８３
薬局 ０．４４３ ０．２５９
民生委員・児童委員 ０．２４０ ０．１９０
自治会・町内会 ０．４９６ ０．３５０
老人クラブ ０．５４８ ０．３４８
市区町村行政 ０．１３８ ０．０９０
市区町村社会福祉協議会 ０．３７３ ０．２４８
他の地域包括支援センター ０．３８３ ０．２８７
居宅介護支援事業者 ０．０９５ ０．０７７
訪問看護事業者 ０．２８７ ０．１９１
訪問介護事業者 ０．２５８ ０．１７２
訪問リハビリテーション事業者 ０．３９８ ０．２１５
介護老人福祉施設 ０．３８５ ０．２６１
介護老人保健施設 ０．３３７ ０．２３２
介護療養型医療施設 ０．４４７ ０．３３６
弁護士 ０．５８３ ０．５２１
司法書士 ０．６３１ ０．５９０
警察署 ０．３９５ ０．４０８
消防署 ０．３５０ ０．３１２
ボランティア団体 ０．４６２ ０．２６８

表�－１２ 各業務内容における関係機関等との連携頻度と連携評価の相関係数（n＝４４３）

�．考 察

本研究では、地域包括支援センターにおける関係機関等との連携状況について明らかにするた

めに分析を行った。

（１）業務内容別の連携頻度について

総合相談支援業務及び権利擁護業務における連携頻度の平均値を算出した結果、共通して連携

頻度が高い関係機関等は、「市区町村」「居宅介護支援事業」「病院」「民生委員・児童委員」であっ

た。地域包括支援センターはこれらの関係機関等を中心とした連携体制のもと、業務を実施して

いることが推察された。

また、総合相談支援業務及び権利擁護業務に係る関係機関等との連携頻度における相関分析の

結果から、「介護老人福祉施設」と「介護老人保健施設」、「訪問看護事業者」と「訪問介護事業

者」、「訪問看護事業者」と「訪問リハビリテーション事業者」の相関係数の値が高いことが明ら

かになった。このことは、地域包括支援センターは施設との連携が図られるとともに、医療と介

護の体制が居宅を基盤として進められていることが考えられた。

権利擁護業務に係る関係機関等との連携頻度の相関分析の結果、相関係数の値が高い項目が多

く見られ、因子分析においても、一つの因子に多くの関係機関等がまとまってみられた。これは、

権利擁護業務の場合、相談内容が複雑であるために、複数の機関で多職種によって支援すること

が求められるのではないかと考えられた。
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因子分析の結果、地域包括支援センターと関係機関等との連携頻度については、業務内容に応

じて異なっているということが明らかになった。このことから、平成２６年調査の結果と同様に、

地域包括支援センターの社会福祉士が、業務内容に応じて関係機関等との連携先を選択している

のではないかと推察することができた。

（２）関係機関等との連携評価について

関係機関等との連携評価の平均値を算出した結果、最も連携評価の平均値が高い関係機関は、

「民生委員・児童委員」であることが明らかになった。このことから、平成２３年６月１５日成立（同

年６月２５日公布）した介護保険法の改正（「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一

部を改正する法律」）において、地域包括支援センターは民生委員との連携が努力義務として明

記されたことを具現化しているものと考えられた。

「民生委員・児童委員」の次に「市区町村行政」「利用者の家族」「居宅介護支援事業者」「他

の地域包括支援センター」の順に連携評価が高く、福祉や地域住民に係る関係機関等との連携評

価が上位に示された一方で、連携頻度において上位であった「病院」の連携評価の平均値が２．９６６

にとどまるという結果が明らかになった。このことから、医療と福祉の連携が進められているが、

医療の関係機関との連携の難しさが推測された。

（３）関係機関等との連携頻度と連携評価の相関分析について

各業務内容における関係機関等との連携頻度と連携評価の相関分析の結果、各々の変数間に正

の相関が見られたことから、各業務における連携頻度の多さと連携評価の高さは共変関係にある

ことが明らかとなった。加えて、権利擁護業務に比して総合相談支援業務における相関係数の値

が高い項目が多いことが明らかになった。このことは、権利擁護業務に比して総合相談支援業務

の連携頻度が多いために生じていると解釈できた。

また、「老人クラブ」「弁護士」「司法書士」は、総合相談支援業務、権利擁護業務ともに連携

頻度と連携評価の相関係数は０．５以上と強い相関係数を示しており、連携頻度の多さが連携評価

の高さに結びついていることが考えられた。その一方、総合相談支援業務、権利擁護業務ともに

連携頻度が高くても連携評価との相関関係がほとんど見られない項目は「病院」「居宅介護支援

事業者」であり、これらはほとんど共変関係にないことが明らかになった。

このことについては、「老人クラブ」「弁護士」「司法書士」は、連携頻度の平均値も低く、少

しでも連携できていれば、連携した内容に関わらず、連携の評価が高くなるのではということ、

「病院」「居宅介護支援事業者」とは、連携頻度の高さが必ずしも連携評価の高さに結びついて

いないことが考えられた。
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注釈

注１ 吉田ら（２０１４、２０１６）の研究では「関係機関等」という言葉に関係機関、関係団体、事業者等を含んでい

るが、本研究においても分析に用いる変数が当該調査における変数と「介護保険事業者」「救急車の手配あ

り」「救急車の手配なし」「小・中学校などの教育機関」「公民館などの社会教育施設」以外同じであるため、

「関係機関等」という言葉を用いることとした。

注２ 本研究は、吉田ら（２０１７）の日本社会福祉学会における口頭発表の内容を大幅に加筆訂正を行ったもので

ある。

注３ 連携の頻度に関しては、「連携」を電話や会議等の定義をすることなく、調査対象者の考える「連携」の

頻度を調査しているものである。

注４ 本研究では、日本社会福祉学会第６５回秋季大会における筆者らの発表に対する岡田進一氏の助言を踏まえ

てバリマックス回転を用いた因子分析の結果についても検討を行うことにした。

注５ 一般的に、確証的因子分析における適合度検定のカイ二乗値については、値が小さいほどモデルとデータ

との適合度がよいことを表しているが、本研究では、地域包括支援センターの総合相談支援業務及び権利擁

護業務における関係機関等との連携頻度について探索的に明らかにすることを目的に因子分析を行ったため、

参考までにカイ二乗値を掲載したということを付記しておく。さらに上記の観点から、因子負荷量が十分で

ない値や１．０以上の不適解を示した関係機関においても項目から除外せず分析を行っていることを申し添え

ておく。

注６ 調査対象者の負担を軽減する観点から、関係機関については、全てを網羅しておらず、連携頻度と連携評

価の関係機関が対応しているものは一部であることをお断りしておく。
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助言いただきましたことに心より御礼申し上げます。
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